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アー壬訪ね：3のは昭和38作、40年にf欠いで三度目であるが，

Fいたく l J, I，紅)'rflの大’：f：でil，いろい人な点で「解体すζ3
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Harvard Universityは． rnlle日eとそのトの school

の二つに大月JIJされら。 i'!fJ7；－；土男子 4 年初の Har、•ard Coト

le貯とあく， 0 Collegeの学生は専攻を決めるだけで学

irSはない。九i;-r,ーには／λf大学と Lて RadcliffeCollege 

が付民，＼ ;j lごおり， 1,1,jl'iキ｛，わせると＇／：＇！：数は 6伺（｝人lこ
『，一，
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fをお i,Lく；J, I lar、ardCollege t二11'1:結する大学院て

あ／， (;raduate School of Artぉ andScience尽のほかに、

profe,,ional陀 hoolとLて次のものがえ置されてし、るc

])ivinity School、
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Divisi川 1of Engineering and Applied Phyメics;

Graduate School of Design 、

Law School; 

Medical汽chool:

Graduate School of Public I Ie;ilth ・ 

Graduate School of Business Administration; 

Graduate School of Educati什11;

J. F. Kennedy School of ( ；川・ernmenl.

School of Dental Medicine. 

学生数は約9000人であり， HarvardUniversity全体の

.M:授数｝土日70入， ''/' 't.数は 1万filCJR人とt,.、ている （i,、

ずれも1968／印学事年度）o

国 Li日 Schou!3教育．

Law恥 hoolは， 1817年創虫であり，現存するf dリ

力の law引 hool(IJ心力、では長,i，－つものであノ3。教柊・

!ill究員，t1111んがj寺山28人， i可，t；‘館員2:l人1：なって、 ι

る（1970/71学事年度〉。

Law丸hoolでft, JR初の市立rceとし亡 JurisDoc 

tor (J. ll¥ 次の日raduatedegree tし・cMaster of 

Laws (LL. M.）と Doctorof Juridical Science (S. J 

D.）がある「最初の YD.コ］引っ土， rnllcgeか uni-

¥'C四 ity '.'Jl／業生でたければ入学願書をII'.十三をができ

ないの入学の可存は lawschool問で組織する Law

School Data Assembly Service (LSDAS）での騒音辞脊

ト，全11-it!: ;,Jiの LawSじhoolAclmi沼 ionsTest (I,SAT) 

の結果いかんによる。

1. J. D.コース

J. D ゴ スは ：＼ iトr::rである。 i:r'i1学 f「Jt、基礎科fl

全部（民事訴訟，契約，刑法，財産，不法行為〕，それに

小グループ。科目（轡法， i法と経済，など15科目〉一つ，

それに柊It[；）；、廷テスト？履修Lなければなにない。民主

のほとんどは，ケース・メソッドによる。

第2学年は， I学期の授業は週平均13時間で， 1年を

通じ原則どしてはお時II司をこえと夜修することはできな

け。科目以十ぺて；叫凡？あるが，会計法，忍法，会社iiげ

税法のいずれかのコースに集中十るように選択する。こ

の基礎f111し〉ほかの件11（セ、トーを介む） :.tll3あり

1学年， :: ＇戸｛r共，1ft・:C,hるが， 町、テ－it厄：；：； 3 －？句 L

LL. M.コース， S.J. D.コースに提供されたものであ

る。

第3’、戸1c:・:・1土， 1 I’Wl遁i平均12時間， 11-11:JT－均はJJ;W!J

として26時間をこえてはならない。科目はすべて選択で

研究機関紹介官平常盟主F

あるが，反トラスト法，口ti立法，証拠法，渉外注（国際

私沼、，外j療法）のコースは受講希望1'iーが多い。

2. LL. M.・5.J. D.コース

LL M. コース入学資格背は，（1い、ずれかの college

か universityの卒業生であり，かつは） J. D，の既得者

または問等の者であり，かつは）J.D.コースですぐれた

成績を浅したず主計土顕著な研究業絞のある者であど》0

LL. Mーを取得するためには， 1年子i：絡し， l''t!vl週

平均日科目を履修し，論文を提出することである。

お TD.コース（T）入学資十九i::t.(1) LL. M.をl!'li与し，

（：’） ( ・0111mittec on Graduate Studentsの審査に行総L,

；！；ムには）特定教授の許可を得ることである。

円 ID.を取得するた山にlt,(1)1,r －以上在籍しロ）

1γ’閉店i平均jii＼問の科iiそJI＇＜得して ii張試問トニ合格し

さ＇）に，（： s）提出した論文が Committee on Graduate 

Stwl佐官tsで認；Jバ》jもなければならなし、。

外iI 履修， IJ可LA間，言語文提出は投手lj(r(Jなものとふ号

したがって，わが国で言われるような degreeを取得し

な守、主主の修正課符終了とか博士課程修了とい弓 k行な

表現はない。

3. 他の schoolとの関係

Harvard Universityにあるほかの schoolとの力リキ

ュヲムどの組（tせによって二つの degreeを同時に取得

できる制度もある。たとえば， LawSchoolの学生も

Graduate School of Business Administrationの子生

i,, 4年間（本来ならばP，わせて5>F）のうちに JD. 

と Masterin Business Administration (M. B. A.）を取

得するととができる。したがって， LawSchool守“ In-

ternational Legal Studies”（Vを見上〉の科目を履修

L, Graduate School of Business Administrationで

“International Business ”の科目を重点的に履修すれ

ば、 i苛際経済，同際経営土その法律問題に詳しヤ学生が

生まれることになる。

なお，弁護士資格を得るためには， degreeとは無関係

にり1J；会実施される州号fj(I)I式験に合格Lなければなムな

し、。

fV Law ぬhけり！ の｛iJf'先

Law Schoolは，各教授が個別的に行なう研究という

従来の方式に加えて，近年は，事業活動，政府1日bに直

結十るほ合研究プロジェクト全育成してし、る。ちなみに

1969/70学事年度の研究プロジェクトは，次のとおりで

9ラ
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ある。

Juyenile and Adult Delinquency‘ 

l nternational Legal Studies, 

Harvard Center on Law and Education; 

Urb岨nMass Transportation Study; 

Center for the Advancement of Criminal Justice. 

このうち， InternationalLegal StudiesとUrbanMass 

Transportation Studyの二つは， Law Schoolの授業

！：可lf't:とを結びつける特別fロゲ弓ムをして，それぞれ

l nternational Legal Studi出、｛ JIhan r ,C;-!al St山lieおの

れ科、で位置づけられてい乙）

V International Le停dメtudies 

現代の法律問題は多様化し，それを処理する法律専門

家の需要も増している。法律事務の而でも，海外に関心

をもっ人，あるいは海外投資をしたり，外国貿易をしよ

うとする clientが増え， これらの人びとに対して法律

守門家ポ応えなければな「たとなっごきている。

三ろした時代の要請にf!'i)して，出＇／殺す・研究は，裾

型f-c'ノ11;,1;；りを求められているび）とふり、 International 

Lc.'"al Studies もこうしと方 1foυ弓~r'i' .研究を統括

するブJ ログラムとして設嵐されているのである（ヂィレ

クターは MiltonKatz教授）。このプログラムは，

Law Schoolのなかで特定の独立した departmentとか

branchといったものをもっているわけではなく， Law 

Schoolにおける通常の授業ヨースと研究の有機的部分

ど1て仇置づけられている。｛，つども守応設としては，

59'1ミ以来立派な International Lcμ:al Studi田 Building

f写会長）をもっており，国際法・外凶法＇＇~li~館，セミナー

ノLーム，教授・事務員室， LL.i¥J.コース・ S.J. D.コ

ースのスタディールームがはいってい乙九

“International legal studies”という用語は，国際法，

閏際機構，外国法，法制度比較，国際取引から生ずる渉

外法問題などを包摂したものである。また，国際貿易，

海外投資，経済開発， 2国以上にまたがる事業活動に係

わり介、、をもっアメリカ凶作j法と諸外潤小国内法，さら

に平和］ゆかつ生産的な国際関係に影響のある各国国内法

1，羽究対象となる。

「：.：f汗自官の整備状況もみfこれ L;L＇：け魚店 ！＇i域に関する法

作tdlの収集はうらやま l＂、lM 斗 I) ,:Cあノペn アジア経済

附究所の主な法律関係出版物も，ほとんど人Fされて」、

fこ。

具体的にこれまで実施されてきた研究プロジェクトを
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みると，次のどおりである。

干和維持と 11~際紛争の平和的処理における法の機能；

偶人主／こi土外国人財産の損害仁けするほ家責任，

兵掠制限および軍縮の法的側面；

人格の国際的保護；

国際河川の法；

租税政策ならびに国際貿易および海外投資の規整の効

巣；

引1J籍企業‘

経済開発内法的・制度的側面（土くに土地法，税制，

Vt／宝？.t);

！！！｝場経済・，）十画経済問貿易の1JJ1(Jfil!J而；

リピT トじ川FU法と訴訟法，

国際法に対する中国の態度；

第2次大戦後の日本法の変化，

民事訴訟法の比較．

このほか，プログラムの一部として InternationalTax 

わ叩ramぷ立置されている（ディレク布ーは Oliv町

付ldman教降、）。研究には，各同号lj税制（“ WorldTax 

Series”土して出版〉，税制比較，同際・地域機構におけ

と〉減問機能、緑済開発における脱出I］の効果，ど十ったも

のそ；；；んでいる。プログラムは，こうした研究のほかに

政府税務担当官のために 1年間の税制講座を公開してい

る。科目は，税法，租税政策，租税行政，税務会計，経

済，悶家財政，といったものであるが，カリキニLラムの

重点は新興発展途上諸国の税制上の諸問題におかれてお

I)' てt；汚点ーはおもに海外からの政1/'.ff詮務担判官である。

ア／ア経ィ存研究所で10年近く続けてきたアジア慌税研究

会（大蔵行内）による租税制度研’＇1i'.デロジェクトは，こ

の沼学力、f，帰られた大蔵省の安井誠氏（現主税！日j総務課

長〉などのアイデアが実ったものヴある。

最後に，との分野をめざす学生に用意されているLaw

Schoolの国際法，外国法の科目を列挙しておく。国際私

訟も関係の科目としてかなり組まれているが，アメリカ

州際法の科目でとりあげられているので省略する。

く一般コース〉

International Legal Process (Prof. Chayes) 

Transnational Legal Problems (Prof. Steineτ） 

＜同際法・同際機構〉

lmpro、i日只 Compliance with International Law 

r r’rof. Fisher); 
The Law of War (Prof. Baxter), 

New Nations and the Uses of International Law 
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(Prof. Fisher); 

United Nations Law (Prof. Baxter); 

＜国際事業・経済開発の法的諸問題＞

International Business Problems (Prof. Va日ts);

International Response to Science and Technology 

!Prof. Chayes) , 

Law and Development (Prof. Stein日r): 

The Law of International ’I'rade (I》rof.Berman), 

Tax Reform in Developing Countri日s (Prof. 

Oldman); 

＜法制度の比較＞

The Civil Law System (Prof. von '¥fehren); 

Chinese Attitude toward International Law (Profs. 

Baxter nnd Cohen) , 

Selected Topics in Comparative Contracts Law 

(Prof. von Mehren) ; 

Directed R創出ngsin Soviet Law (Prof. Berman) , 

Law and Social Change in Africa (Prof. Fuller, 

Nir. Dmid Smith); 

Modernization of Law in East Asia (Prof. Cohen）ー

Soviet, Chinese and -western Approache河川 Inter・

national Law (Prof. Baxter). 

VI 外悶法教育・研究の問題点

アメリカの大学教育，専門教官の現状やそのきびしさ

については最近もいくぺかの資料でnffちか；F されてL、

るので，ごとでは省略する（たとえば，小林焼成，前掲苦手；

「ア／ 1／カの大学教育J,ff,子済セミナ』イ、日本浮輪f十司

昭和45年9月， 10月号；細川恒「病める Pアメリカ」司

『貿易政策』‘通産省通商政策研常会， il否干訂45ff.戸 q月；_l)

法学教育ば専F号教育としても:!fi‘要なものであり，わが

国でi，昭和41年末lご東大生学部長持東大法学部学年延長

談話を発表して話題をまいた（「i会学部学年延呉問題J,

『ジーL リスト』，有空間，昭和42:¥2月15日号）。日本の

法律を日本格で教えるだけでもとうした問題を合んでお

り，空して外国の治律をその閣の文明理解の上に立って

自国語と外［対話で教えるだめには，提量合力2あまりに大き

い。国際化時代にはいってきたとはいえ，外国法教育・

研叱はいぜんとして不毛であるといわぎるをえない。！時

際化の最先端をいくアメリカにおいてさえ，国内法分野

に比べて外：司法の教育・研究はJ相対的に、磨れてし、る C T 

メリカ企業が多関籍企業になったとしても，企業の法律

問題の7苦手iくらν、は国内法問題であるといわれている。

’三:c-・- J竺町ゆ『一一こー研究機関紹介~＝：，

Harvard Law Schoolの2p，業生の調査でも，渉外弁護士

の希望は，全体のなかでの比率かちするときわめて少な

い。法律家としては努力の大部分をアメリカ法の理解に

集中するととになり，またその方ポ専門家としてのぷ似

は高くなる。 Law五rmの弁護士たちに対する“upor 

out”（昇進・転出）のyレールt，実際にはアメリカ法への理

解度ではかられているようである（Erwin0. Smigel）。

アメザカでも， I}］際経済｛ζ係わる法律を専門分野とす

る人，また将来その道にj壁もうとする人からみると，ノ、

ーノ，＿ I'を111心とする法学教育・研究には，まだ不十分

のようである。国津本部，アメリカ議会図書館，商務学？

などの法律担当官からも同じ上うな話をきかされた。

日本の法信教育でも，外国法部門へのカの入れ方は，

諸外関の場合と同じようなものである。しかしながら，

それにしても日本の法学部・大学院で行なわれる教Tf・

研究はあまりに日本的すぎるように思われる。つまり，

臼本訴で日本法を教え，ゴ〈ー郊で英米法，フランス法，

ドイツ法をとりあげるという具合で，国際社会の変動と

か， 100余りも存在する『第3世界』の国くつlこの法律と

いうものに無関心でありすぎる。

今いちばん求めムれている法律専門家は，悶際経済，

経済協力の法律問麿‘新興発展途上諸国の法律を，外iii]

的に理解できる人であるといっても過言ではない。にも

かかわらず，法学部ほ余りに保守的である。アメワカの

law schoolがすぐれていてわが国のそれがどうこう，と

言っているのではない。わが悶の法学部ほ，もう少し新

契発展途上地域の法律問題， トランスナショナノレな法律

問題などをとりあげるイントロダクションのような教育

．研究の根を植えつけて然るべきものと思う。

［也記〕 本干潟の執筆にあたっ亡l主，在ニューヨーク日

木簡総領事館村上和夫領事および恩師である棲応大平問、

林続威助教授のご教示fこ負うとミろが大きい。ここに感

謝の意を表したい。

（経済協力調査室主任調査研究員 桜井雅夫〕
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